




別紙  

裁定申請に関する意見  

【長野県】  

1 在京キー局5社から提出された意見書においては、   

①在京キー局波の区域外再送信チャンネルの視聴が常態化すると、地元放送  

事業者の災害情報や地域情報が見過ごされることにより、長野県民の生活が  

脅かされ、また地元情報に接する機会が減少することにより視聴者にとって  

却って不利益になる、   

②在京キー局波の区域外再送信は、地元放送局の視聴率を低下させ、将来に  

渡って経営への深刻な影響がある、   

（卦在京キー局波の区域外再送信チャンネルの視聴が常態化すると、地元広告  

主のCM価値を著しく低下させ、ひいては長野県経済に悪影響がでる   

旨の意見が含まれているが、在京キー局5社のデジタルテレビジョン放送が再送   

信されることにより、上記意見のような事実が生じる具体的な可能性についての   

長野県の意見  

【本県の意見】   

①について   

難視聴地域を抱える本県では、区域外再送信チャンネルの視聴の常態化の如何に  

かかわらず、災害情報等が見過ごされる懸念があり、こうした問題は新たなシステ  

ムの開発など他の手段により解決すべき問題と考える。   

②及び（卦について   

視聴率、ひいてはCM価値のある程度の低下が懸念されているが、本県としては  

具体的な数値等は持ちあわせていない。   

なお、株式会社テレビ松本ケーブルビジョン及びエルシープイ株式会社は、平成  

11年又は平成12年以降、在京キー局5社から再送信を拒否されたものの、実態  

としては、現在までアナログ放送による再送信を継続している。  

2 その他、在京キー局5社のデジタルテレビジョン放送の再送信を行うことにつ   

いての長野県の意見  

【本県の意見】   

地元放送局と日本ケーブルテレビ連盟信越支部の加盟社との話し合いが進捗して  

いない状況であったため、県では、本年4月から6月にかけて、両者の話し合いの  

場を設定したが、合意には到らなかった。   

こうした経過もあり、本事案について県として判断することは非常に難しいが、  

これまでケーブルビジョンを視聴してきた県民にとり、地上テレビのデジタル化に  

伴い、今まで視聴できた在京キー局5社の番組を視聴できなくなることは、生活習  

慣上、あるいは文化的水準の確保の面から耐え難いものがあると考えられる。   

なお、別添のとおり裁定申請2社の放送区域に係る市町村長から、「地上デジタル  

放送の区域外再送信が可能となるよう配慮されたい」旨の要望書が提出されている  

ところである。   
































